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電力・ガス・食料品等
置国麗爾爾

住民税非課税世帯等
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番対象条件】基準日 (令和4年 9月 30日 )に大垣市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税 (均等

割)が課税されていない世帯

‡攀轟霞濃1対象と思われる世帯主へ市から申請書類 (確認書)を郵送しますので、内容を確認し必要
事項を記入のうえ、同封の返信封筒 で 返
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鰈鶉颯鼈1令和4年 11月 1日 (央)～令和5年 1月 31日 (央)

※期限を過ぎると受給できませんので、ご注意ください。

‡鸞慾癸件】予期せず令和4年 1月 から令和4年 12月 までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間

の収入見込額が、令和4年度の住民税 (均等割)が非課税となる世帯と同様の事情にあると

認められる世帯
※住民税非課税相当の年間収入限度額などは、裏面をご覧ください。

‡鸞蹂節鰺]世帯主による申請が必要です。申請書など (市ホームベージからダウンロードまたは、市民会

館3階などで配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送または、市民会館3階の申請

窓□ (年末年始を除く平日の午前8時30分～午後5時15分に開設)に直接提出してください。

鼈贔辣掏‡令和4年 11月 1日 (央)～令和5年 1月31日 (央)

※期限を過ぎると受給できませんので、ご注意ください。

※①、②に該当する世帯であっても、その世帯全員が、住民税 (均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象に

なりません。また、対象条件を満たしていても、受給できるのは①、②のどちらかのみです。

申  請  先 大垣市新田町1丁目2番地 大垣市民会館3階
大垣市社会福祉課 臨時特別給付金グループ

□□

■_
●
一一一一

一
一．

．一
．．．．
．．
、

．．．．．
．．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．
．．
．．．
．．
．．．
．．．．．．．
．．．．．．．
．．．．
．．．．

問い合わせ先

蜃饂 麒 辣 瘍 鼈
攀

鼈 鰤
攀

颯 颯 財 隧 (年末年始を除く平日の午前8時 30分～午後5時 15分)
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同一の世帯に属する人のうち、令和4年度の住民税均等割が課せられている人全員のそれ

ぞれの1年間の収入見込額(令和4年 1月以降の
′ず 二

1■ 月ヨの1か月収入×12)が、予期せぬ家計の

急変により、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となつた世帯をいいます。

住民税均等割が非課税となる水準 |こついては、下記の早見表を参考にしてください。

≪罐)撃震課漑纏濾鑢買入0爾得限度顧 早見表(年間》

障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

2,043,999円 1,350,000円

(2)家計急変世帯の提出書類 (主なもの )

①「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」

②「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」
※添付書類として、収入のある方全員の給与明細書、事業収入や不動産収入が分かる書類、年金振込通知書等年金収入が分かる書類

などが必要です。

③申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証や被保険者証など)の写し(コ ピー)

④申請者(世帯主)の受取□座確認書類(通帳の見開きやキャッシュカード)の写し(コ ピー)

※市民会館3階の申請窓□で、申請書・申立書以外の必要書類をコピーすることもできます。

新型コロナウイルス

感染防止対策の徹底を

お願いします

玲手洗い    蝙密の回避

蝙マスクの着用 蝙こまめな換気
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単身又は扶養親族がいない場合 970,000円 420,000円

配偶者・扶養親族(1名 )を

扶養している場合
1,479,000円 929,000円

配偶者・扶養親族 (計 2名 )を

扶養している場合
1,899,999円 1,249,000円

配偶者・扶養親族 (計 3名 )を

扶養している場合
2,355,999円 1,569,000円

配偶者。扶養親族 (計 4名 )を

扶養している場合
2,815,999円 1,889,000円
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非課税相当収入限度額


